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ペ
ー
ジ

告

示

〇
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
出
資
団
体
等
の
指
定 

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

一

〇
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
保
安
の
確
保
の
方
法
等
に
つ
い
て
の
認
定 

（
消　

防　

課
）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
の
届
出 
（
都
市
計
画
課
）　
　

四

〇
指
定
管
理
者
の
指
定 
（　
　

同　
　

）　
　

四

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 
五

収
用
委
員
会

〇
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
審
理
の
開
催 

五

〇
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

五

雑

報

〇
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
公
告
及
び
縦
覧
並
び
に
住
民
説
明
会
の
開
催 

五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
一
号

　

情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
定
出
資
団
体
等
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　

な
お
、
平
成
三
十
年
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号
（
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
出
資
団

体
等
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

仙
台
臨
海
鉄
道
株
式
会
社

阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
環
境
保
全
財
団

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
振
興
財
団

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

一
般
社
団
法
人
東
北
地
域
医
療
支
援
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
腎
臓
協
会

株
式
会
社
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
み
や
ぎ

宮
城
県
信
用
保
証
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
化
協
会

一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン
タ
ー

宮
城
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社

公
益
財
団
法
人
翠
生
農
学
振
興
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
青
果
物
価
格
安
定
相
互
補
償
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
畜
産
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

発　　　　行
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一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
建
設
総
合
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社

宮
城
県
開
発
株
式
会
社

塩
釜
港
開
発
株
式
会
社

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会

二　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

一
般
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー

一
般
社
団
法
人
み
や
ぎ
医
療
福
祉
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
協
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
会
議

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
水
産
振
興
協
会

〇
宮
城
県
告
示
第
二
号

　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
保
安
の
確
保
の
方
法
等

の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

住
所
又
は
所
在
地

保
安
確
保
機
器
の
設
置

及
び
管
理
の
方
法
の
別

認
定
年
月
日

南
三
陸
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

尾
形　

政
司

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
廻
館
九
十
七
番
地

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の

確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
九
年
通
商
産
業
省

令
第
十
一
号
）
第
四
十
六

条
第
二
号

（
第
二
号
認
定
）

平
成
三
十
年
十
二
月

二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

か
な
り
あ
薬
局

石
巻
市
蛇
田
字
下
中
埣
二
十
七
番
地
十

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日

二
宮
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
不
動
町
一
丁
目
七
番
三
号

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
四

日

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

石
巻
市
不
動
町
一
丁
目
七
番
二
号

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七

日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

ご
と
う
歯
科
医
院

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
佐
沼
一

－

六

－

七

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

か
な
り
あ
薬
局

石
巻
市
蛇
田
字
下
中
埣
二
十
七
番
地
十

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

二
宮
外
科

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一
番
五
号

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
三

日

有
限
会
社
二
宮
調
剤
薬
局

石
巻
市
住
吉
町
一
丁
目
一

－

四

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
三

日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
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機
関
か
ら
次
の
と
お
り
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

休
止
年
月
日

有
限
会
社
コ
ヅ
カ
薬
局

塩
竈
市
新
富
町
十
七
番
二
十
三
号

平
成
三
十
年
十
一
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

佐
藤　

慎
吾

接
骨
鍼
灸
院
さ
と
う

名
取
市
美
田
園
五
丁
目
五

－

五　

エ
ク
セ
レ

ン
ト
ジ
ー
ル
Ⅴ
百
二

平
成
三
十
年
十

一
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
不
動
五
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

塩
竈
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
塩
竈
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

名
取
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

干
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

名
取
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

岩
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
そ
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

古
川
七
日
町
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
崎
市
古
川
七
日
町
八
番
三
十
九
号

三　

理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

氏　

名　

佐
々
木　

愛　

一

　
　

住　

所　

大
崎
市
古
川
七
日
町
十
一
番
三
号

〇
宮
城
県
告
示
第
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

矢
本
海
浜
緑
地

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ
ン

　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
六
番
一
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

多
賀
城
市
伝
上
山
四
丁
目
百
十
六
番
二
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地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三
丁
目
八
番
一

 

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社　
　

 

仙
台
支
社　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教 

育 

長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

一　

日　

時　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
六
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

宮
城
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　
　

第
三
号
議
案　

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
委
員
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２ 　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

収
用
委
員
会

雑

報

〇
合
同
会
社
Ｇ－

Ｂ
ｉ
ｏ
石
巻
須
江
代
表
社
員
株
式
会
社
Ｇ－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
職
務
執
行
者
髙
𣘺
俊
春
か

ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
石
巻
須
江
発
電
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
方
法
書
を
作
成
し
た
の
で
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
本
環
境
影
響
評
価
方
法
書
を
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
条
例
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

説
明
会
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日

 

合
同
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
石
巻
須
江　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

代
表
社
員　
　

株
式
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　
　
　

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
1
号

　
宮
城
県
起
業
の
県
道
石
巻
鮎
川
線
改
築
工
事
（
十
八
成
浜
道
路
・
宮
城
県
石
巻
市
十
八
成
浜
白
浜
地
内
か
ら
同
市
十

八
成
浜
大
嵐
山
地
内
ま
で
）
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法

（
昭
和
26年
法
律
第
219号

）
第
46条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
平
成
31年
１
月
８
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
時
　
平
成
31年
３
月
８
日
（
金
）
午
後
３
時
30分
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
2
号

　
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
２
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
31年
１
月
８
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
通
知
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
30年
12月
25日
付
け
宮
収
第
19号
　
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知

２
　
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
近
藤
ふ
み
の
　
住
所
及
び
常
居
所
不
明
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職
務
執
行
者　
　

髙　
　

𣘺　
　

俊　
　

春　
　
　

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

１　

名
称　

合
同
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
石
巻
須
江

　

２　

代
表
者　

代
表
社
員　

株
式
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　

職
務
執
行
者　

髙
𣘺　

俊
春

　

３　

所
在
地　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一

－

十
八　

ア
ー
バ
ン
ス
ク
エ
ア
神
田
ビ
ル
五
階

二　

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

　

１　

名
称　

Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
石
巻
須
江
発
電
事
業

　

２　

種
類　

条
例
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
（
火
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
）

　

３　

規
模　

発
電
設
備
の
出
力　

十
万
二
千
七
百
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

三　

対
象
事
業
実
施
区
域

　
　

宮
城
県
石
巻
市
須
江
瓦
山　

地
内

四　

環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲

　
　

宮
城
県
石
巻
市
、
東
松
島
市

五　

環
境
影
響
評
価
方
法
書
及
び
要
約
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

　

１　

縦
覧
場
所

　
　

 　

株
式
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　

宮
城
オ
フ
ィ
ス
（
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二

－

二

－

十
一
仙
台
Ｋ

Ｓ
ビ
ル
八
階
）

　
　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課

　
　
　

石
巻
市
役
所
生
活
環
境
部
環
境
課

　
　
　

東
松
島
市
役
所
市
民
生
活
部
環
境
課

　

２　

縦
覧
期
間

　
　
　

自　

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
（
火
）

　
　
　

至　

平
成
三
十
一
年
二
月
七
日
（
木
）

　
　
　

（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　

３　

縦
覧
時
間　

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六　

意
見
書
の
提
出

　

 　

本
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
、
事
業
者
に
対
し
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

１　

提
出
期
限　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
（
木
）（
当
日
消
印
有
効
）

　

２　

提
出
先 　

〒
九
八
三

－

〇
八
五
二　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二

－

二

－

十
一
仙
台
Ｋ
Ｓ
ビ
ル
八
階　

株
式
会
社

Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　

宮
城
オ
フ
ィ
ス

　

３　

提
出
方
法　

次
の
事
項
を
記
載
し
て
、
書
面
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

㈠　

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表

　
　
　

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　

㈡　

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
名
称

　
　

㈢　

本
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

七　

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
説
明
会
を
開
催
す
る
日
時
及
び
場
所

　

１　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
（
火
）
午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で

　
　
　

東
松
島
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

ホ
ー
ル
（
東
松
島
市
矢
本
字
大
溜
一

－

一
）

　

２　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
三
日
（
水
）
午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま
で

　
　
　

石
巻
市
遊
学
館　

か
な
ん
ホ
ー
ル
（
石
巻
市
北
村
字
前
山
十
五

－

一
）

　
　
　

両
会
場
の
説
明
内
容
は
同
一
と
な
り
ま
す
。

八　

本
件
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
窓
口

　

１　

株
式
会
社
Ｇ

－

Ｂ
ｉ
ｏ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ　

宮
城
オ
フ
ィ
ス

　

２　

電
話
番
号　

〇
二
二
（
七
六
六
）
八
二
六
二

　

３　

時
間　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。）
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